
 
            

 
 

 

治
体
が
発
注
す
る
場
合
に
は
、
地
方
自

治
法
上
の
随
意
契
約
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
） 

 

応
募
資
格 

対
象 

学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、

社
団
法
人
・
財
団
法
人
、
医
療
法
人 

 

要
件 

●
１
施
設
３
０
０
床
以
上
の
病
院
を 

運
営
し
、
２
次
又
は
３
次
救
急
医
療
機

関
と
し
て
の
運
営
実
績
が
あ
る
こ
と 

●
過
去
５
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的

に
病
院
経
営
が
さ
れ
て
い
る
こ
と 

 

委
譲
の
条
件 

１
、
後
継
法
人
は
委
譲
日
以
降
、
そ
の

責
任
に
お
い
て
病
院
を
運
営
し
、
次
の

各
号
を
行
う
も
の
と
す
る 

①
委
譲
日
か
ら
建
設
着
工
ま
で
は
、
市

民
病
院
の
病
院
機
能
を
原
則
と
し
て

継
続
し
、
入
院
患
者
は
引
き
継
ぐ
こ
と

②
建
替
え
期
間
中
は
、
市
民
病
院
が
担

っ
て
い
る
小
児
医
療
及
び
２
次
救
急

医
療
を
必
須
と
し
た
病
院
機
能
を
維

持
す
る
こ
と 

③
新
病
院
で
は
、
○
高
齢
化
に
対
応
し

た
医
療
○
救
急
医
療
○
小
児
医
療
○

周
産
期
医
療
の
４
つ
の
医
療
機
能
を

を
重
点
と
し
、
そ
の
充
実
に
取
り
組
む

こ
と 

④
新
病
院
の
病
床
数
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
３
４
４
床
を
上
限
と
す
る
こ
と 

⑤
新
病
院
を
開
院
後
、
速
や
か
に
「
財

団
法
人
医
療
機
能
評
価
機
構
の
病
院

機
能
評
価
」
の
認
定
を
受
け
、
認
定
後

は
こ
れ
を
維
持
活
用
す
る
こ
と 

⑥
業
務
の
全
体
ま
た
は
一
部
を
第
三

者
に
代
行
さ
せ
な
い
こ
と
（
た
だ
し
医

療
法
施
行
令
第
４
条
の
７
に
定
め
る

清
掃
、
消
毒
、
各
種
検
査
等
の
業
務
に

つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

裏
面
に
続
く 
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経
営
赤
字
を
理
由
に
国
の
「
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
従
う

と
し
て
、
完
全
民
間
化
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
市
民
病
院
。
５
月
３
０

日
に
浦
安
・
市
川
両
市
の
共
同
記
者
会
見
が
行
わ
れ
、
６
月
２
日
か
ら

後
継
法
人
の
募
集
を
開
始
す
る
と
し
て
要
綱
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

「
建
設
費
や
関
連
経
費
は
す
べ
て
両
市
の
負
担
と
し
、
現
在
使
用
し
て

い
る
市
民
病
院
所
有
の
医
療
機
器
も
無
償
譲
渡
、
土
地
は
無
償
貸
与
と
い

う
、
破
格
の
条
件
」
と
当
局
は
胸
を
張
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
国
的
に
深
刻

な
医
師
不
足
の
も
と
で
、
医
師
不
足
は
解
決
さ
れ
る
の
か
、
民
間
の
病
院
に

な
っ
て
も
公
共
性
が
確
保
さ
れ
る
の
か
、
将
来
経
営
不
振
等
を
理
由
と
し
た

「
撤
退
」
は
な
い
の
か
等
々
、
多
く
の
課
題
と
懸
念
が
生
じ
て
い
ま
す
。 

選
定
方
法 

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
（
※
事

業
の
提
案
を
公
募
し
、
提
出
さ
れ
た
提

案
書
に
つ
い
て
、
募
集
要
項
等
で
あ
ら

か
じ
め
示
さ
れ
た
評
価
基
準
に
基
づ

き
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
提
案
書
の
提
出
者
と
契

約
を
締
結
す
る
方
式
。
形
式
と
し
て
は

随
意
契
約
に
該
当
す
る
た
め
、
地
方
自

２００８年６月２日～ 

       ６月２３日 

  公募要綱の配布期間 

２００８年７月７日～ 

       ７月１８日 

  応募受付 

２００８年７月下旬 

  第一次審査結果公表 

２００８年９月末（予定） 

  後継法人候補者決定 

      

 

２００９年４月１日（予定） 

  後継法人への委譲日 

 

 

２０１３年４月（予定） 

  新病院の診療開始 



心
配
そ
の
３ 

 

医
師
確
保
は
大
丈
夫
な
の
か
と
い

う
点
で
す
。
後
継
法
人
が
自
分
の
本
院

よ
り
優
先
し
て
新
病
院
に
医
師
を
回

す
と
い
う
保
障
は
な
い
か
ら
で
す
。 

心
配
そ
の
４ 

 

今
で
も
受
け
入
れ
が
大
変
な
救
急

医
療
。
公
募
条
件
に
救
急
医
療
の
確
保

は
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
な

受
け
入
れ
件
数
に
は
言
及
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。 

心
配
そ
の
５ 

 

将
来
の
建
替
え
時
期
が
来
た
際
な

ど
の
場
合
、
経
営
権
は
全
て
委
譲
さ
れ

て
い
る
の
で
、
市
に
は
何
の
権
限
も
な

く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

    

現
在
後
継
法
人
の
選
定
委
員
会
（
明

海
大
教
授
、
両
市
医
師
会
長
な
ど
９
名

で
構
成
）
は
非
公
開
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
選
定
の
過
程
や
結
果
を
全
て
市
民

に
情
報
開
示
す
べ
き
で
す
。 

    

「
市
民
病
院
の
今
後
を
考
え
る
会
」

で
は
、
こ
れ
ま
で
２
回
集
会
を
開
き
、

公
的
医
療
の
存
続
と
充
実
を
求
め
る

申
し
入
れ
を
市
長
に
提
出
し
て
い
ま

す
。
日
本
共
産
党
も
「
会
」
と
力
を
あ

わ
せ
ま
す
。
署
名
に
ご
協
力
下
さ
い
。 

 

 

住
民
の
命
を
守
る
た
め
の
税
金
投

入
は
当
然
で
す
が
、
問
題
は
、
支
援
に

見
合
っ
た
公
的
医
療
や
地
域
医
療
が

担
保
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。 

    

心
配
そ
の
１ 

 

民
間
は
経
営
悪
化
す
れ
ば
撤
退
、
縮

小
し
ま
す
。
公
募
条
件
に
も
「
撤
退
は

し
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
う
た
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
。 

心
配
そ
の
２ 

 
住
民
要
求
の
反
映
が
難
し
く
な
り

ま
す
。
「
意
見
交
換
会
を
行
う
」
と
し

て
い
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
間
接
的
な

「
お
願
い
」
に
す
ぎ
ず
、
自
治
体
の
意

向
も
反
映
さ
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。 

   
建
設
費
は
上
限
９
７
億
円
補
助
し
、

取
り
壊
し
費
用
も
各
種
地
盤
調
査
も

地
盤
改
良
費
用
も
全
額
補
助
す
る
と

し
て
い
ま
す
。
地
下
埋
蔵
物
が
発
見
さ

れ
た
場
合
の
除
去
費
用
も
含
む
こ
と

に
な
る
の
で
、
建
設
費
以
外
は
、
か
か

れ
ば
か
か
っ
た
だ
け
と
い
う
、
予
測
の

つ
か
な
い
額
と
な
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
両
市
で
経
営
す
る
市
民
病

院
は
一
部
事
務
組
合
で
運
営
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
事
務
組
合
解
散
（
職
員
の

退
職
金
等
）
や
起
債
の
償
還
等
で
４
０

億
円
程
度
と
い
い
ま
す
。
全
体
で
１
５

０
億
程
度
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も

出
て
い
ま
す
。
補
助
金
の
支
払
い
は

「
１
０
年
分
割
で
そ
の
支
出
額
は
協

定
書
で
定
め
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

⑦
地
域
の
医
療
機
関
と
の
連
携
を
考

慮
し
、
地
域
医
療
の
確
保
に
努
め
る
と

と
も
に
、
両
市
が
行
う
保
健
・
医
療
・

福
祉
施
策
に
協
力
す
る
こ
と 

⑧
両
市
の
要
請
に
応
じ
、
経
営
、
財
務

の
状
況
等
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
病
院
経
営
に
関
す
る
意

見
交
換
会
を
定
期
的
に
行
う
こ
と 

 

２
、
後
継
法
人
は
、
現
在
地
で
次
の
各

号
を
行
う
も
の
と
す
る 

①
市
民
病
院
の
施
設
の
取
り
壊
し 

②
建
替
え
中
の
病
院
機
能
維
持
に
必

要
な
場
合
の
仮
設
建
物
の
建
設
及
び

取
り
壊
し 

③
新
病
院
の
建
設
（
免
震
構
造
と
す

る
。
※
人
命
の
安
全
確
保
は
も
と
よ

り
、
災
害
応
急
対
策
活
動
等
の
機
能
を

十
分
確
保
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
） 

 

３
、
後
継
法
人
は
、
市
民
病
院
に
勤
務

す
る
職
員
を
、
原
則
と
し
て
雇
用
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
職
員
の
処
遇
に

つ
い
て
は
、
両
市
と
後
継
法
人
が
協
議

す
る
も
の
と
す
る 

 

４
、
後
継
法
人
候
補
者
と
な
っ
た
法
人

は
、
市
民
病
院
が
委
譲
日
ま
で
の
間
に

（
※
０
８
年
９
月
決
定
後
〜
０
９
年

３
月
３
１
日
）
医
師
及
び
看
護
師
等
に

不
足
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
の
補
充
に

つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る 

 

 

市民病院の土地、建物等について 

無償譲渡されるのは 

● 病院の施設 

● 病院で所有している医療機器

及び備品類 

※ただし市民病院においてリ

ースしている医療機器及び備
品類については、両市と協議

のうえ後継法人が引き継ぐ 

無償貸与されるのは 

● 病院の土地 

 
両市の支援額と内容について 

● 病院の建設費（９７億円を限
度） 

● 市民病院の施設の取壊し費
用、地盤及び支持層確認ボー

リング調査費用、地質調査費
用、埋蔵物調査費用の実費額 

● 地質調査及び埋蔵物に伴なう
土地改良や除去の必要、又は

発掘調査の必要が生じた場合
の費用の実費 


